ひたち生き生き百年塾協賛金取扱要項
１　目的               
　　　　ひたち生き生き百年塾は創設して１５年目を迎え、これを機に新たに魅力ある事業を起こし、多くの市民の参加を促し、従来の活動を踏まえながら、更に百年塾運動を飛躍発展させるための財源とする。
２　使途　
     　協賛金は、百年塾の各事業（フェスタ、講演会、講座、推進園校助成、市民教授活用助成等）を行う経費として使用する。

３　管理及び運営

（1） 協賛金の募集・管理・運営は、企画会議が当たる。

（2） 協賛金運営要項は別途定める。

附則　この要項は、平成１４年８月　１日から適用する。

この要項は、平成１９年５月２２日から適用する。

この要項は、平成２２年４月２３日から適用する。

　　

ひたち生き生き百年塾協賛金運営要項
１　本要項の目的               
百年塾運動の更なる活性化を図るため、ひたち生き生き百年塾の自主財源で
ある「協賛金」の募集及び支出等の運営に関することを行う。

２　協賛金の額

　　　個人（市民･推進委員･市民教授）は、一口１,０００円。

　　　団体（企業･事業所等）は、一口５,０００円。

３　協賛金の募集及び納入方法

（1） 個人からの募集及び納入方法

1 百年塾関係者は、各部において対応し、協賛金は、部会代表委員を通じ

事務局に納入する。

2 市民は、百年塾のひろば等を通じて募集するが、百年塾関係者は、知人等
の勧誘を行い協賛者の拡大を図ること。協賛金の納入は、口座振込みまたは①に準ずる。

（2） 団体からの募集及び納入方法

1 各種団体宛、直接、協賛依頼する。なお、協賛団体の確保を図るため、推
進委員は、各団体への働きかけに協力すること。

2 協賛金納入は、原則として口座振込みとする。

４　募集期間
平成１４年度は８月から募集を開始するが、１５年度以降は４月から随時募集する。
５　協賛者の公表

公表は、百年塾ひろば等で行う。

６　協賛金の支出

（１）支出する事業

　　百年塾活動をより活性化するため、協賛金を支出する事業は副本部長・部会長会議及び各部会が発案し、企画会議において承認を得たものとする。

（２）支出の決裁

　　支出の決裁は、副本部長が行う。

７　協賛金の会計処理等

（1） 協賛金は、特別会計として処理し、新たに口座を設ける。

（2） 収支決算報告は、百年塾の総会で行う。

（３）会計処理は、事務局で対応する。

８　その他

これまでのフェスタ協賛金は、集めない。

附則　この要項は、平成１４年８月　１日から適用する。

この要項は、平成１９年５月２２日から適用する。

この要項は、平成２２年４月２３日から適用する。
PAGE  

